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(57)【要約】
【課題】ゴルフパターの打撃によりボールにバックスピ
ンが掛かることを防止し、正確なパッティングを行うこ
とができるゴルフパターを提供する。
【解決手段】シャフト２と、このシャフト２の一端部に
取り付けられたパター用ゴルフクラブヘッド３と、シャ
フト２に設けられたグリップとを備える。前記ゴルフク
ラブヘッド３のフェース面７の上部には、該フェース面
７の下部に比べて打球方向に突出した突起11を設ける。
これによりパッティングの際、突起11がボールＢの中心
又は中心より上を打撃することにより、ボールＢにトッ
プスピンを付与することができる。また、突起11は打球
方向と交差する前後方向に長く形成され、突起11の打球
面12が平坦面や半球状の湾曲面に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シャフトと、このシャフトの一端部に取り付けられたパター用ゴルフクラブヘッドと、前
記シャフトに設けられたグリップとを備え、
前記ゴルフクラブヘッドの打撃面は、下部に比べて打球方向に突出していることを特徴と
するゴルフパター。
【請求項２】
前記打撃面は、上側が下側より打球方向に位置するように傾斜していることを特徴とする
請求項１記載のゴルフパター。
【請求項３】
前記打球面の下側から反打撃面側に向かって前記ソール面の前後方向中央をゴルフクラブ
ヘッドの打球方向の全長に渡って切り欠く中央切欠き部を設けたことを特徴とする請求項
１又は２記載のゴルフパター。
【請求項４】
前記中央切欠き部の反打撃面側は前記打球面の下側より上方に位置することを特徴とする
請求項３記載のゴルフパター。
【請求項５】
前記中央切欠き部の反打撃面側は該反打撃面側に向かって上向きに形成されていることを
特徴とする請求項３又は４記載のゴルフパター。
【請求項６】
前記ゴルフクラブヘッドのフェース面に、打球方向に突出した突起を設け、この突起に前
記打撃面が設けられていることを特徴とすることを設けたことを特徴とする請求項１記載
のゴルフパター。
【請求項７】
前記突起が前記打球方向と交差する前後方向に長く形成されていることを特徴とする請求
項６記載のゴルフパター。
【請求項８】
前記ゴルフクラブヘッドのソール面から前記突起の高さ方向中央位置までの高さがゴルフ
ボールの中心の高さ以上であることを特徴とする請求項６又は７項に記載のゴルフパター
。
【請求項９】
前記打撃面の下側と前記ゴルフクラブヘッドのソール面の途中との間に設けられ、前記打
撃面の下側の前記フェース面及び前記ソール面の一部を切り欠く切欠き部を設けたことを
特徴とする請求項１，２，６～８のいずれか１項に記載のゴルフパター。
【請求項１０】
前記打撃面を前記打球方向と交差する前後方向の全長に設けたことを特徴とする請求項９
記載のゴルフパター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフパターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフにおいて、グリーン上で行われるパッティングの上達はスコアを向上するために
重要な要素であり、種々のゴルフパターが提案されている。
【０００３】
　例えば、ゴルフボールをスイートスポットで捕らえる練習をするために、フェース面の
前後方向中央を凸状に形成したもの（例えば特許文献１及び特許文献２）や、凸状部をフ
ェース面に前後位置調整可能に取り付けたもの（例えば特許文献３）などがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６４－３７２６３号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１７７３６９号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１３７０３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記各特許文献のゴルフパターでは、凸状部の中心に正確にゴルフボールを当てたとき
は、ボールが直進するため、ボールを正確に打撃する練習ができるが、ボールに当たるフ
ェース面の高さやロフトについては考慮されていない。
【０００６】
　即ち、フェース面がほぼ平坦に形成された従来のゴルフパターでは、ボールが当たった
場合のフェース面のロフトにより、ボールの中心より下方にフェース面が当たると、ボー
ルにバックスピンが掛かるという問題がある。このバックスピンを防止するためには、プ
レーヤーはパターヘッドを浮かせるようにしてスイングする必要があり、これには熟練を
要し、確実性に劣る面がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題点を解決するものであり、ゴルフパターの打撃によりボー
ルにバックスピンが掛かることを防止し、正確なパッティングを行うことができるゴルフ
パターを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、シャフトと、このシャフトの一端部に取り付けられたパター用ゴル
フクラブヘッドと、前記シャフトに設けられたグリップとを備え、前記ゴルフクラブヘッ
ドの打撃面は、下部に比べて打球方向に突出していることを特徴とすることを特徴とする
。
【０００９】
　請求項２の発明は、前記打撃面は、上側が下側より打球方向に位置するように傾斜して
いることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３の発明は、前記打球面の下側から反打撃面側に向かって前記ソール面の前後方
向中央をゴルフクラブヘッドの打球方向の全長に渡って切り欠く中央切欠き部を設けたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明は、前記中央切欠き部の反打撃面側は前記打球面の下側より上方に位置
することを特徴とする。
【００１２】
　請求項５の発明は、前記中央切欠き部の反打撃面側は該反打撃面側に向かって上向きに
形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６の発明は、前記ゴルフクラブヘッドのフェース面に、打球方向に突出した突起
を設け、この突起に前記打撃面が設けられていることを特徴とすることを設けたことを特
徴とする。
【００１４】
　請求項７の発明は、前記突起が前記打球方向と交差する前後方向に長く形成されている
ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項８の発明は、前記ゴルフクラブヘッドのソール面から前記突起の高さ方向中央位
置までの高さがゴルフボールの中心の高さ以上であることを特徴とする。
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【００１６】
　請求項９の発明は、前記打撃面の下側と前記ゴルフクラブヘッドのソール面の途中との
間に設けられ、前記打撃面の下側の前記フェース面及び前記ソール面の一部を切り欠く切
欠き部を設けたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項１０の発明は、前記打撃面を前記打球方向と交差する前後方向の全長に設けたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の構成によれば、パッティングの際、打撃面がボールの中心又は中心より上を
打撃することにより、ボールにトップスピンを付与することができる。
【００１９】
　請求項２の構成によれば、パッティングの際、打撃面がボールの中心より上を斜めに打
撃することにより、ボールにトップスピンを付与することができる。
【００２０】
　請求項３の構成によれば、ソール面の中央が打球面の全長に渡って切り欠かれているた
め、打撃面によりボールを打撃した後、再度ボールを打撃する２度打ちを防止することが
でき、打撃面又は打撃面の下側でボールを打撃することにより、ボールにトップスピンを
付与することができる。
【００２１】
　請求項４の構成によれば、２度打ちを確実に防止することができる。
【００２２】
　請求項５の構成によれば、打撃後のスイングを継続しても、ソール面が反打撃面側に向
かって上向きに切り欠かれているため、ボールにゴルフクラブヘッドが接触することがな
い。
【００２３】
　請求項６の構成によれば、パッティングの際、突起がボールの中心又は中心より上を打
撃することにより、ボールにトップスピンを付与することができる。
【００２４】
　請求項７の構成によれば、横方向に長い突起によりボールの中心又は中心より上を確実
に打撃することができる。
【００２５】
　請求項８の構成によれば、ボールの中心以上を確実に打撃し、ボールにトップスピンを
付与することができる。
【００２６】
　請求項９の構成によれば、打撃面の下側が切り欠かれているため、打撃面によりボール
を打撃した後、再度ボールを打撃する２度打ちを防止することができる。
【００２７】
　請求項１０の構成によれば、前後方向の全長に設けた打撃面によりボールの中心又は中
心より上を確実に打撃することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施例１を示すゴルフパターとボールの正面図である。
【図２】同上、側面図である。
【図３】同上、斜視図である。
【図４】同上、斜め上側から見た斜視図である。
【図５】同上、斜め下側から見た斜視図である。
【図６】同上、打球時の正面図である。
【図７】本発明の実施例２を示す側面図である。
【図８】本発明の実施例３を示す正面図である。
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【図９】本発明の実施例４を示す側面図である。
【図１０】本発明の実施例５を示すゴルフパターの正面図である。
【図１１】同上、側面図である。
【図１２】同上、平面図である。
【図１３】本発明の実施例６を示す側面図である。
【図１４】同上、平面図である。
【図１５】本発明の実施例７を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施例８を示すゴルフパターとボールの正面図である。
【図１７】本発明の実施例９を示すゴルフパターとボールの正面図である。
【図１８】同上、側面図である。
【図１９】同上、要部の拡大断面図である。
【図２０】本発明の実施例１０を示す断面図である。
【図２１】本発明の実施例１１を示す断面図である。
【図２２】本発明の実施例１２を示す正面図である。
【図２３】本発明の実施例１３を示すゴルフパターとボールの正面図である。
【図２４】同上、側面図である。
【図２５】本発明の実施例１４を示すゴルフパターとボールの正面図である。
【図２６】同上、側面図である。
【図２７】本発明の実施例１５を示す正面図である。
【図２８】本発明の実施例１６を示す正面図である。
【図２９】本発明の実施例１７を示す一側から見た側面図である。
【図３０】同上、他側から見た側面図である。
【図３１】同上、底面図である。
【図３２】同上、平面図である。
【図３３】同上、斜視図である。
【図３４】同上、図３４（Ａ）は断面図、図３４（Ｂ）は正面図である。
【図３５】同上、一部を切り欠いたゴルフパターとボールの正面図である。
【図３６】本発明の実施例１８を示す正面図である。
【図３７】同上、中央切欠き部の形状が異なる正面図である。
【図３８】本発明の実施例１９を示す一部を切り欠いたゴルフパターとボールの正面図で
ある。
【図３９】本発明の実施例２０を示す一部を切り欠いたゴルフパターとボールの正面図で
ある。
【図４０】本発明の実施例２１を示す斜視図である。
【図４１】同上、図４１（Ａ）は断面図、図４１（Ｂ）は正面図である。
【図４２】参考例を示す正面図である。
【図４３】本発明の実施例２２を示す平面図である。
【図４４】同上、図４４（Ａ）は断面図、図４４（Ｂ）は正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明における好適な実施の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
なお、以下に説明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を限定す
るものではない。また、以下に説明される構成の全てが、本発明の必須要件であるとは限
らない。各実施例では、従来とは異なる新規なゴルフパターを採用することにより、従来
にないゴルフパターが得られ、そのゴルフパターについて記述する。
【実施例１】
【００３０】
　以下、本発明の実施例を添付図面を参照して説明する。図１～図６は本発明の実施例１
を示し、同図に示すように、ゴルフパター１は、シャフト２と、このシャフト２の一端部
に取り付けられたパター用ゴルフクラブヘッド３と、そのシャフト２に設けたグリップ４
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とを備える。尚、グリップ４は本実施例のように１つでもよく、２つ以上でよい。所謂、
長尺パターの場合、グリップ４は２箇所としてもよい。
【００３１】
　パター用ゴルフクラブヘッド（以下、ヘッドという）３は、他側の底壁５と、この底壁
５の一側から上方へ立ち上がる一側壁６とを有しており、この一側壁６の一側にはゴルフ
ボールＢを打撃するフェース面７が設けられている。また、シャフト２とヘッド３とは金
属などからなる。
【００３２】
　また、ヘッド３の底面であるソール面８は、打球方向と交差する前後方向中央側が低い
湾曲面に形成され、ソール面８の打球方向の幅は、ソール面８の前後方向の幅より狭く形
成されている。前記シャフト２の一端部はネック部９を介して底壁５又は一側壁６に連結
され、この例では、ネック部９は一側壁６の前後方向後側に設けられている。また、一側
壁６におけるフェース面７及び一側壁６の上面は略フラットな平面になっている。
【００３３】
　前記フェース面７の上部中央には、突起11が設けられている。この突起11は、上下幅が
ほぼ一定であり、前後方向に長く形成されている。そして、前記突起11の一側（打球方向
側）の面が打球面12である。
【００３４】
　前記打球面12の上下方向中央位置がボールＢの中心位置以上に位置するように形成され
ている。即ち、ソール面８に対する打球面12の上下方向中央位置の高さ寸法ＨＳは、ボー
ルＢの直径Ｄの１／２以上（ＨＳ＞＝Ｄ／２）である。さらに、打球面12の下縁12Ｔがボ
ールＢに当たった場合でもボールＢにトップスピンをかけるには、打球面12の下縁12Ｔの
高さ寸法Ｈを、ボールＢの直径Ｄの１／２以上（Ｈ＞＝Ｄ／２）とすることが好ましい。
ここで一般的なゴルフボールＢの直径を４２．６７ｍｍとすると、確実にトップスピンを
かけるには、前記高さ寸法Ｈを２２ｍｍ以上とすることが好ましい。尚、図１に示すよう
に、高さ寸法Ｈはロフト角θが２度の場合に基準面Ｍからの垂直高さ寸法を示す。
【００３５】
　特に前記高さ寸法ＨＳ，ＨをボールＢの直径Ｄの１／２を超える（ＨＳ＞Ｄ／２）よう
に設定することが好ましく、このようにすることにより、ボールＢの中心より上部に突起
11が当たってトップスピンを確実に付与することができる。
【００３６】
　また、前記打球面12の後端12Ｂ（前後方向で手前側の端部）は前記ネック部９より前方
に位置する。したがって、パッティングの際に、ヘッド３を見下ろすと、突起11の全長が
視認でき、突起11の中央にボールＢを当て易くなる。
【００３７】
　次に、前記ゴルフパター１の使用方法につき説明する。プレーヤーは、打撃時にソール
面８がグリーンの芝に位置するようにゴルフパター１を振ると、突起11がボールＢの中心
又は中心より上を打撃し、ボールＢにトップスピンが掛かり、正確なボールＢの軌道が得
られる。従って、従来のようにヘッド３を浮かせて振る必要がなく、常にボールＢの高さ
の一定位置を突起11により打撃することができる。
【００３８】
　このように本実施例では、請求項１に対応して、シャフト２と、このシャフト２の一端
部に取り付けられたパター用ゴルフクラブヘッド３と、シャフト２に設けられたグリップ
４とを備え、前記ゴルフクラブヘッドの打撃面12は、下部に比べて打球方向に突出してい
るから、パッティングの際、突起11がボールＢの中心又は中心より上を打撃することによ
り、ボールＢにトップスピンを付与することができる。
【００３９】
　また、このように本実施例では、請求項６に対応して、ゴルフクラブヘッド３のフェー
ス面７に、打球方向に突出した突起11を設け、この突起11に打撃面12が設けられているか
ら、パッティングの際、突起11がボールＢの中心又は中心より上を打撃することにより、
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ボールＢにトップスピンを付与することができる。
【００４０】
　また、このように本実施例では、請求項７に対応して、突起11が打球方向と交差する前
後方向に長く形成されているから、横方向に長い打球面12によりボールＢの中心又は中心
より上を確実に打撃することができる。また、この例では突起11の打球面12が平坦に形成
されている。
【００４１】
　また、このように本実施例では、請求項８に対応して、ゴルフクラブヘッド３のソール
面８から突起11の高さ方向中央位置までの高さＨＳがゴルフボールＢの中心の高さ以上で
あるから、ボールＢの中心以上を確実に打撃し、ボールＢにトップスピンを付与すること
ができる。
【００４２】
　また、実施例上の効果として、ゴルフクラブヘッド３のソール面８から突起11の下縁12
Ｔまでの高さＨがゴルフボールＢの中心の高さ以上又は高さを超えるから、突起11の前後
方向の長さＬがフェース面７の前記前後方向の長さの０．２～０．４倍であるから、フェ
ース面７の前後方向中央側において、ボールＢの中心以上を確実に打撃し、突起11の下縁
12ＴがボールＢに当たってもボールＢにトップスピンを付与することができる。
【００４３】
　また、ゴルフクラブヘッド３のソール面８は、前後方向の中央側が低い湾曲面に形成さ
れ、ゴルフクラブヘッド３の前後方向の中央側に突起11を設け、この突起11の打球方向へ
の突出寸法が０．５～５ｍｍであり、突起11の上下幅Ｗの寸法がゴルフクラブヘッド３の
ソール面８から突起11の高さ方向中央位置までの高さＨＳの寸法の０．３倍以下であり、
シャフト２の一端部にネック部９を設け、このネック部９をゴルフクラブヘッド３に連結
し、ネック部９は突起11の後方に位置するから、ソール面８は、打球方向と交差する前後
方向の中央側が低い湾曲面に形成されているため、グリーンの芝に沿ってパターを振り易
く、これにより確実にボールＢの中心以上に突起11を当てることができる。尚、この場合
、前記上下幅Ｗは打球面12の上下幅である。
【００４４】
　また、突起11の突出寸法が０．５～５ｍｍであり、フェース面７で打撃する場合と大き
く感覚が異なることがない。さらに、突起11の上下幅寸法は、ゴルフクラブヘッド３のソ
ール面８から突起11の高さ方向中央位置までの高さＨＳの寸法の０．３倍以下であるから
、バックスピンを掛けたいときには、パターを浮かべて、突起11の下方のフェース面７に
より打撃することも可能となる。また、パッティングの際、ヘッド３を見下ろすと、突起
11の全長が確認でき、突起11の中央にボールＢを当て易くなると共に、ネック部９に近い
位置で打撃することができる。
【実施例２】
【００４５】
　図７は、本発明の実施例２を示し、上記実施例１と同一部分に同一符号を付し、その詳
細な説明を省略して詳述する。この例では、突起11をフェース面７の略全長に設けており
、下縁12Ｔは直線状に形成されている。
【００４６】
　このように突起11をフェース面７の全長に設けることにより、ボールＢに対してヘッド
３の前後位置がずれても突起11によりボールＢを確実に打撃することができる。
【実施例３】
【００４７】
　図８は、本発明の実施例３を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その詳
細な説明を省略して詳述する。この例では、突起11をヘッド３と別部材により構成してお
り、好ましくは突起11の反打撃面側に粘着面21を設け、この粘着面21に剥離紙（図示せず
）を設ける。尚、突起11はヘッド３と同一材質の金属で形成することが好ましいが、他の
硬質材質でもよい。
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【００４８】
　そして、パッティングの練習などにおける使用においては、剥離紙を剥いで粘着面21を
フェース面７の上部に貼り付けることにより、フェース面７の上部中央に突起11を設け、
パッティングを行うことができる。
【実施例４】
【００４９】
　図９は、本発明の実施例４を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その詳
細な説明を省略して詳述する。この例では、突起11の打球面12が正面視において略円形で
ある。
【００５０】
　従って、この例のゴルフパター１を用いることにより、略円形の打球面12をボールＢを
当てないと正しいパッティングをできないため、パッティングの際にヘッド３の前後方向
所定位置にボールＢを当てる練習を行うことができる。
【実施例５】
【００５１】
　図１０～図１２は、本発明の実施例５を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、ヘッド３の前記底壁５が、前後に
分かれた二股状の前底部５Ｆと後底部５Ｂを有する。
【００５２】
　また、突起11の打球面12は、平坦ではなく半円状に形成され、即ち突起11の先端側の断
面が半球状の凸状湾曲面に形成されている。また、一側壁６の上面６Ｊが突起11の上縁に
連続するように形成されており、一側壁６と突起11の境目が分からないように連続してい
る。尚、製造方法の一例として、市販のヘッド３のフェース面７の上部に、半球状の硬質
部材を固定し、この部材の外面をステンレスやステンレス合金製の薄板により覆うことに
より突起11を形成してもよい。
【００５３】
　ソール面８に対する突起11の打球面12の上下方向中央位置の高さ寸法ＨＳは、ボールＢ
の直径Ｄの１／２以上（ＨＳ＞＝Ｄ／２）であり、好ましくは直径Ｄの１／２を超え、上
限はボールＢの直径未満である。尚、この場合の打球面12の上下方向中央位置は、突起11
の打球方向側先端である。
【００５４】
　また、突起11に下縁12Ｔがある実施例では、好ましくは、前記高さ寸法Ｈを、ボールＢ
の直径Ｄの１／２を超え（Ｈ＞Ｄ／２）、且つボールＢの直径Ｄ未満とすればよい。尚、
前記高さ寸法Ｈ，ＨＳをボールＢの直径Ｄ未満とした場合でも、突起11の突出寸法に起因
して、突起11ではなく、フェース面７にボールＢが当たる虞があるから、突起11にボール
Ｂが当たるように前記高さ寸法Ｈ，ＨＳの上限を、ボールＢの直径Ｄの３分の２以下とす
ることができる。
【００５５】
　このように本実施例でも、ゴルフクラブヘッド３のソール面８から突起11の高さ方向中
央位置（最大突出位置）までの高さＨＳがゴルフボールＢの中心の高さ以上又は高さをこ
いているから、突起11によりボールＢの中心以上を確実に打撃し、ボールＢにトップスピ
ンを付与することができ、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００５６】
　また、この例では、突起11の断面が半球状をなすから、打球時にフェース面７の傾きに
ばらつきが生じても、半球状の打球面12がボールＢに当たることにより、ボールＢに確実
にトップスピンを付与することができる。
【実施例６】
【００５７】
　図１３及び図１４は、本発明の実施例６を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、上記実施例５において、突起11
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をフェース面７の略全長に設けている。また、フェース面７の前後方向中央において、実
施例５と同様に突起11は正面視で平行な直線状に形成され、一方、フェース面７の前後で
は、一側壁６の上面６Ｊに倣って突起11が傾斜している。具体的には突起11は外側に向っ
て僅かに低くなるように傾斜している。
【００５８】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏し、また、この例では
、図１４のように、ゴルフパター１の使用者が上からパター１を見下ろすと、突起11の先
端が前後方向にフェース面７と平行な一直線状に表れ、前記先端がフェース面７であるか
のように視認されるから、フェース面７から突出する突起11を意識することなく、パッテ
ィング動作を行うことができる。
【実施例７】
【００５９】
　図１５は、本発明の実施例７を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。この例では、突起11の断面形状が略台形状をなし、その
台形形状の突起の先端に略平坦な打球面12を有する。
【００６０】
　このように実施例でも上記各実施例と同様な作用・効果を奏し、また、このように突起
11の形状は適宜選定可能である。
【実施例８】
【００６１】
　図１６は、本発明の実施例８を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例１に示したゴルフパター１に切欠き
部15を設けている。
【００６２】
　具体的には、前記切欠き部15は、打撃面12の下縁12Ｔ位置より下方の前記フェース面７
を切り欠くとともに、ソール面８の一側（打球方向側）を切り欠くように形成されており
、前記切欠き部15は、ゴルフクラブヘッド３の一側下部に形成した上側に凸な湾曲面16に
より構成され、この湾曲面16が前記下縁12及びフェース面７の下側とソール面８の途中と
を連結し、前記切欠き部15はゴルフクラブヘッド３の前後方向の全長に形成されている。
また、突起11は前後方向に長く、好ましくはゴルフクラブヘッド３の前後方向の略全長に
設けられる。
【００６３】
　したがって、パターの際に、下縁12Ｔ又は打球面12によりボールＢの中心又は中心位置
より上を打撃することによって、ボールＢにトップスピンを掛けることができる。
【００６４】
　ここで、下縁12Ｔ又は打球面12によりボールＢを打撃した位置でゴルフパター１を止め
れば問題はないが、打撃した位置からさらにゴルフパターを振った場合でも、突起11の下
部のフェース面７の下側が切り欠かれているため、再度、ボールＢを打撃することを防止
することができる。
【００６５】
　このように本実施例では、請求項１に対応して、シャフト２と、このシャフト２の一端
部に取り付けられたパター用ゴルフクラブヘッド３と、シャフト２に設けられたグリップ
４とを備え、ゴルフクラブヘッド３の打撃面12は、下部に比べて打球方向に突出している
から、パッティングの際、突起11がボールＢの中心又は中心より上を打撃することにより
、ボールＢにトップスピンを付与することができる。
【００６６】
　また、このように本実施例では、請求項９に対応して、打撃面12の下側とゴルフクラブ
ヘッド３のソール面８の途中との間に設けられ、打撃面12の下側のフェース面７及びソー
ル面８の一部を切り欠く切欠き部15を設けたから、打撃面12の下側が切り欠かれているた
め、打撃面12によりボールＢを打撃した後、再度ボールＢを打撃する２度打ちを防止する
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ことができる。
【００６７】
　また、このように本実施例では、請求項１０に対応して、打撃面12を前記打球方向と交
差する前後方向の全長に設けたから、前後方向の全長に設けた打撃面12によりボールＢの
中心又は中心より上を確実に打撃することができる。
【００６８】
　また、実施例上の効果として、ゴルフクラブヘッド３のソール面８から突起11の高さ方
向中央位置までの高さＨＳがゴルフボールＢの中心の高さ以上であるから、ボールＢの中
心以上を確実に打撃し、ボールＢにトップスピンを付与することができる。この場合、高
さＨをゴルフボールＢの中心の高さ以上とすることがより好ましい。
【００６９】
　さらに、切欠き部15は、クラブヘッド３に形成した上側に凸な湾曲面16により構成され
ているから、２度打ち防止効果に優れる。
【実施例９】
【００７０】
　図１７～図１９は、本発明の実施例９を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例５に示したゴルフパター１
に切欠き部15を設けている。具体的には、フェース面７の下部とソール面８の途中とを切
欠き部15により切り欠き、この例では、切欠き部15は、ゴルフクラブヘッド３の一側下部
に斜めに形成された傾斜面22により構成され、残ったフェース面７の上側のフェース面上
部７Ｊ全体により前記突起11と前記打球面12を構成している。また、打球面12の下縁12Ｔ
と傾斜面22との間に湾曲状の面取り部23を形成している。また、傾斜面22が前記下縁12Ｔ
及びフェース面７の下側とソール面８の途中とを連結し、前記切欠き部15はゴルフクラブ
ヘッド３の前後方向の全長に形成されている。また、前記打球面12の上下方向中央位置が
ボールＢの中心位置以上に位置するように形成されている。即ち、ソール面８に対する打
球面12の上下方向中央位置の高さ寸法ＨＳは、ボールＢの直径Ｄの１／２以上（ＨＳ＞＝
Ｄ／２）である。
【００７１】
　そして、反打球方向側に残ったソール面８を基準面Ｍに沿わせた状態で、打球面12の下
縁12Ｔのソール面８に対する高さ寸法Ｈは、ボールＢに当たった場合でもボールＢにトッ
プスピンをかけるには、ボールＢの直径Ｄの１／２以上（Ｈ＞＝Ｄ／２）とすることが好
ましい。尚、基準面８と傾斜面22とのなす角度θ１は３０度以下である。
【００７２】
　このように本実施例でも、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００７３】
　また、この例では、基準面８と傾斜面22とのなす角度θ１は３０度以下であるから、打
撃した位置からさらにゴルフパターを振った場合でも、ヘッド３の下部側による二度打ち
を確実に防止できる。
【実施例１０】
【００７４】
　図２０は、本発明の実施例１０を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例５に示したゴルフパター１に切欠
き部15を設けており、フェース面７の下部とソール面８の途中とを切欠き部15により切り
欠き、残ったフェース面７の上側のフェース面上部７Ｊ全体により突起11と打球面12を構
成しており、前記切欠き部15は、打球面12の下縁12Ｔからソール面８とほぼ平行な横面部
25と、この横面部25の反打撃面側の端部とソール面８との間に設けた上下方向の縦面部26
とから構成されている。
【００７５】
　尚、一側壁６の上面６Ｊと底壁５の上面との間には湾曲部31により連結され、また、ヘ
ッド３の前後方向両側において、横面部25と縦面部26とは湾曲部32により連結されている
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。尚、前記湾曲部32はゴルフクラブヘッド３の前後方向両側のみに設けることが好まく、
前途方向中央には前記切欠き部15が設けられている。
【００７６】
　このように本実施例でも、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００７７】
　また、この例では、ゴルフクラブヘッド３の一側下部が横面部25と縦面部26により段差
状に切り欠かれているから、打撃した位置からさらにゴルフパターを振った場合でも、ヘ
ッド３の下部側による二度打ちを確実に防止できる。
【実施例１１】
【００７８】
　図２１は、本発明の実施例１１を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例５に示したゴルフパター１に切欠
き部15を設けており、具体的には、フェース面７の下部とソール面８の途中とを切欠き部
15により切り欠き、この例では、切欠き部15は、ゴルフクラブヘッド３の一側下部に形成
した上側に凸に湾曲した湾曲面27により構成され、残ったフェース面７の上側のフェース
面上部７Ｊ全体により前記突起11と前記打球面12を構成している。また、湾曲面27が前記
下縁12Ｔ及びフェース面７の下側とソール面８の途中とを連結し、前記切欠き部15はゴル
フクラブヘッド３の前後方向の全長に形成されている。
【００７９】
　尚、一側壁６の上面６Ｊと底壁５の上面との間には湾曲部31により連結されている。
【００８０】
　このように本実施例でも、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００８１】
　また、この例では、ゴルフクラブヘッド３の一側下部が上側に凸に湾曲した湾曲面27に
より凹むようにして切り欠かれているから、打撃した位置からさらにゴルフパターを振っ
た場合でも、ヘッド３の下部側による二度打ちを確実に防止できる。
【実施例１２】
【００８２】
　図２２は、本発明の実施例１２を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例１に示したゴルフパター１に前記
傾斜面22により切欠き部15を設けており、実施例８と同様に、フェース面７の下部とソー
ル面８の途中とを切欠き部15を構成する傾斜面22により切り欠き、残ったフェース面７の
上側のフェース面上部７Ｊ全体により前記突起11と前記打球面12を構成している。また、
打球面12の下縁12Ｔと傾斜面22との間に湾曲状の面取り部23に形成している。のあ、基準
面８と傾斜面22とのなす角度θ１は４５度以下である。
【００８３】
　このように本実施例でも、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００８４】
　また、この例のようにソール面８が打球方向に短いゴルフクラブヘッド３でも、打球面
12の下部でゴルフクラブヘッド３の一側を切欠くことにより、二度打ちを防止することが
できる。
【実施例１３】
【００８５】
　図２３及び２４は、本発明の実施例１３を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例９のゴルフパター１にお
いて、フェース面７は上側が下側より打球方向に位置するように傾斜しており、上下方向
、即ちシャフト２を打球方向と反打球方向において垂直にした場合、フェース面７の角度
である打球面12の角度θ２を約５～１０度に設定している。即ち、フェース面７はロフト
角と逆方向に傾斜している。尚、図２３において、シャフト２の中心軸２Ｊと基準面Ｍと
は略直交する（θ２＝９０度）。また、打球面12の下縁12Ｔの高さ寸法ｈは、ボールＢの
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直径Ｄの１／２以下でもよく、ソール面８が基準面Ｍに接した高さで、図２３の一点鎖線
に示すように、ボールＢの中心より上に打撃面12が当たるように設定すればよい。
【００８６】
　また、フェース面７の前後を残して中央切欠き部15Ａを設け、このフェース面７の下部
中央に設けた中央切欠き部15Ａの長さＬ１はボールＢの直径Ｄの約２倍以上である。尚、
中央切欠き部15Ａの上部に残ったフェース面７の上側のフェース面上部７Ｊ全体により前
記突起11と前記打球面12を構成している。また、前記中央切欠き部15Ａは、ゴルフクラブ
ヘッド３の一側下部に斜めに形成された傾斜面22により構成されている。したがって、フ
ェース面７側において前後方向にソール面８が残っているため、パターを安定して行うこ
とができる。
【００８７】
　次に、前記ゴルフパター１の使用方法につき説明する。プレーヤーは、打撃時にソール
面８がグリーンの芝に位置するようにゴルフパター１を振ると、図２３の一点鎖線に示す
ように、打撃面12がボールＢの中心より上を斜め下向きに打撃し、ボールＢにトップスピ
ンが掛かり、正確なボールＢの軌道が得られる。従って、従来のようにヘッド３を浮かせ
て振る必要がなく、常にボールＢの中心より上を打撃面12により打撃することができる。
【００８８】
　このように本実施例では、請求項２に対応して、打撃面12は、上側が下側より打球方向
に位置するように傾斜しているから、パッティングの際、打撃面がボールＢの中心より上
を斜め下向きに打撃することにより、ボールにトップスピンを付与することができる。
【００８９】
　また、実施例上の効果として、打球面12の角度θ２を約５～１０度（５度以上、１０度
以下）に設定しているから、安定した打撃を行うことができる。即ち、θ２が０度に近い
と、打撃面12をボールＢに斜め下向きで当てることが難しく、１０度を越えると、当たっ
た際にボールＢに対して下向きの力が加わり、トップスピンが掛かり難くなるためである
。さらに、中央切欠き部15Ａを設け、この中央切欠き部15Ａの前後にフェース面７に連続
するソール面８が残るため、基準面Ｍに沿ってゴルフクラブヘッド３をスムーズに移動す
ることができる。
【実施例１４】
【００９０】
　図２５及び図２６は、本発明の実施例１４を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号
を付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例１２のゴルフパター１
において、フェース面７は上側が下側より打球方向に位置するように傾斜しており、上下
方向、即ちシャフト２を打球方向と反打球方向において垂直にした場合、フェース面７の
角度である打球面12の角度θ２を２度～１５度、好ましくは約５～１０度に設定している
。
【００９１】
　また、前記中央切欠き部15Ａは、ゴルフクラブヘッド３の一側下部に形成した上側に凸
な湾曲面33により構成され、この湾曲面33の反打球方向側の端部33Ｔはソール面８より高
い位置にある。
【００９２】
　このように本実施例では上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【００９３】
　また、実施例上の効果として、この湾曲面33の反打球方向側の端部33Ｔはソール面８よ
り高い位置にあるから、打撃面12によりボールＢを打撃した後、再度ボールＢを打撃する
２度打ちを確実に防止することができる。
【実施例１５】
【００９４】
　図２７は、本発明の実施例１５を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例１３のゴルフパター１において、
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切欠き部１５を前後方向全長に設けており、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【実施例１６】
【００９５】
　図２８は、本発明の実施例１６を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例８のゴルフパター１において、切
欠き部15の前後方向中央に中央切欠き部33を設けており、中央切欠き部33の端部33Ｔは切
欠き部15の端部より反打球方向側に位置する。
【実施例１７】
【００９６】
　図２９～図３５は、本発明の実施例１７を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、ゴルフパター１に中央切欠き部
51を設けている。また、打撃面12は上側が下側より打球方向に位置するように傾斜してい
る。
【００９７】
　前記中央切欠き部51は、打撃面12の下縁12Ｔ位置より下方の前記フェース面７を切り欠
くと共に、ソール面８の打球方向全長を切り欠くように形成されており、前記中央切欠き
部51はゴルフクラブヘッド３の前後方向中央部に形成され、その中央切欠き部51により前
記ソール面８は、前後の分割された分割ソール面８Ｆ，８Ｂを有する。また、打球面12の
下縁12Ｔと傾斜面22との間に湾曲状の面取り部23を形成している。
【００９８】
　また、図２９の側面図に示すように、中央切欠き部51は側面視で略長方形形状をなすが
、後述するように形状は限定されない。
【００９９】
　さらに、図３４などに示すように、中央切欠き部51は、打撃面12の下部に形成した中央
下面部52により構成され、この例では、中央下面部52は、ほぼ水平に形成された一側下面
部53と、この一側下面部53の他側に設けられ該他側に向かって上向きに形成された湾曲状
の他側下面部54とを有し、この他側下面部54の他端縁54Ｔは、前記打撃面12の下側である
面取り部23より上方に位置する。
【０１００】
　また、前記ソール面８Ｆ，８Ｂと中央下面部52との間には、縦方向の内壁部55，55が形
成されている。図３１及び図３２に示すように、平面視において、それら内壁部55，55の
一側部55Ａ，55Ａは他側に向かって間隔が僅かに狭まるように形成されると共に、これら
内壁部55，55の他側部55Ｂ，55Ｂは他側に向かって間隔が僅かに広がるように湾曲状に形
成されており、パッティングをスムーズに行うことができる。
【０１０１】
　また、他側下面部54の他端縁54Ｔは、底壁５の上面の他端より一側に位置し、前記他端
縁54Ｔの他側の前後には、前記底壁５が残った部分により、他端縁54Ｔ位置より他側に突
出した突出底壁部５Ｔ，５Ｔが形成されている。尚、この例では、中央切欠き部51を設け
た左右方向中央部には底壁５はなく、左右の突出底壁部５Ｔ，５Ｔにより底壁５を構成し
ている。
【０１０２】
　この場合、前後方向両側に突出底壁部５Ｔ，５Ｔがあることにより、前後両側の重量を
確保することができ、ボールＢの打撃位置が前後に多少ずれても、安定したパッティング
が可能となる。
【０１０３】
　また、図３０に示すように、突出底壁部５Ｔ，５Ｔの内壁部55，55の上部は下側に向か
って僅かに間隔が狭まるように形成されると共に、内壁部55，55の下部は下側に向かって
僅かに間隔が広がるようにされており、パッティングをスムーズに行うことができる。
【０１０４】
　また、ソール面８に対する打撃面12の下縁12Ｔの高さ寸法Ｈを、ボールＢの直径Ｄの１
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／２以下（Ｈ＜＝Ｄ／２）で、その差が２～８ｍｍ、５ｍｍ程度とすることが好ましい。
【０１０５】
　したがって、パッティングの際に、下縁12Ｔ又は打撃面12によりボールＢの中心又は中
心位置より上を打撃することによって、ボールＢにトップスピンを掛けることができる。
この場合、グリーンの芝上に置くと、ボールＢは芝上面より略２ｍｍ程度下がり、また、
一般に使用者はゴルフパター１を芝上面より僅かに浮かせてパッティングする場合が多い
から、前記高さ寸法Ｈを、ボールＢの直径Ｄの１／２以下で例えば５ｍｍ程度（範囲は２
～８ｍｍ程度）とすることにより、ボールＢの中心より上部を下縁12Ｔ又は打撃面12によ
り打撃することができる。
【０１０６】
　ここで、下縁12Ｔ又は打撃面12によりボールＢを打撃した位置でゴルフパター１を止め
れば問題はないが、打撃した位置からさらにゴルフパター１を振った場合でも、打球面12
の下部のフェース面７の下側が打撃方向の全長に渡って切り欠かれているため、再度、ボ
ールＢを打撃することを防止することができる。
【０１０７】
　このように本実施例では、請求項３に対応して、打球面12の下側である下縁12Ｔから反
打撃面側に向かってソール面８の前後方向中央をゴルフクラブヘッド３の打球方向の全長
に渡って切り欠く中央切欠き部51を設けたから、打撃面12によりボールＢを打撃した後、
再度ボールＢを打撃する２度打ちを防止することができ、打撃面12又は打撃面の下側でボ
ールＢを打撃することにより、ボールＢにトップスピンを付与することができる。
【０１０８】
　また、このように本実施例では、請求項４に対応して、中央切欠き部51の反打撃面側は
打球面12の下側である下縁12Ｔより上方に位置するから、２度打ちを確実に防止すること
ができる。
【０１０９】
　また、このように本実施例では、請求項５に対応して、中央切欠き部51の反打撃面側は
該反打撃面側に向かって上向きに形成されているから、打撃後のスイングを継続しても、
ソール面８が反打撃面側に向かって上向きに切り欠かれているため、ボールＢにゴルフク
ラブヘッド３が接触することがない。
【実施例１８】
【０１１０】
　図３６及び図３７は、本発明の実施例１８を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号
を付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、図３６に示すように、中央切
欠き部51は側面視で長孔を中心線で２分割した形状をなし、即ち、略水平な下縁12Ｔの両
側は湾曲状に形成されている。尚、これ以外でも、図３７に示すように、中央切欠き部51
は側面視で楕円を中心線で２分割した形状などを採用してもよい。
【実施例１９】
【０１１１】
　図３８は、本発明の実施例１９を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、中央切欠き部51は、打撃面12の一側下部
から前記他端縁54Ｔに向かって斜めに形成された斜め下面部56により構成されている。
【０１１２】
　このように本実施例においても、上記各実施例と同様な作用・効果を奏し、また、この
例では、中央切欠き部51の加工が比較的容易となる。
【実施例２０】
【０１１３】
　図３９は、本発明の実施例２０を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。この例では、中央下面部52は、ほぼ水平に形成された
一側下面部53と、この一側下面部53の他側に設けられ該他側に向かって上向きに形成され
た直線状の他側下面部54とを有する。
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【０１１４】
　このように本実施例においても、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【実施例２１】
【０１１５】
　図４０～図４１は、本発明の実施例２１を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、ネック部９には、一側に屈曲し
た屈曲部９Ａを設けている。また、中央下面部52は、下縁12Ｔと他端縁54Ｔを湾曲状に連
結する湾曲下面部57により構成されている。
【０１１６】
　このように本実施例においても、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０１１７】
参考例
　図４２は、本発明の参考例を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その詳
細な説明を省略して詳述する。この例では、打撃面12の角度θ２を１～２０度、好ましく
は約５～１０度に設定している。即ち、フェース面７はロフト角と逆方向に傾斜し、また
、切欠き部を設けずに、フェース面７をゴルフクラブヘッド３の前後方向全長に設けてい
る。
【０１１８】
　この参考例でもボールＢにトップスピンを付与することができ、ボールＢを打撃した後
、ゴルフクラブヘッド３を止めることができる技量を有する使用者に適する。
【実施例２２】
【０１１９】
　図４３～図４４は、本発明の実施例２２を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。この例では、実施例６のゴルフパター１にお
いて、ゴルフクラブヘッド３に中央切欠き部51を設けている。尚、突起11は設けていない
。
【０１２０】
　また、前記中央切欠き部51は、打撃面12の一側下部から前記他端縁54Ｔに向かって斜め
に形成された斜め下面部56により構成されている。
【０１２１】
　このように本実施例においても、上記各実施例と同様な作用・効果を奏し、また、この
例では、中央切欠き部51の加工が比較的容易となる。
【０１２２】
　また、ヘッド３の前記底壁５が、前後に分かれた二股状の前底部５Ｆと後底部５Ｂを有
する。そして、前後方向両側に、前後に分かれた二股状の前底部５Ｆと後底部５Ｂを有す
るから、前後両側の重量を確保することができ、ボールＢの打撃位置が前後に多少ずれて
も、安定したパッティングが可能となる。
【０１２３】
　尚、中央切欠き部51は斜め下面部56により構成されるものに限定されず、各実施例の中
央切欠き部51を適用可能である。
【０１２４】
　尚、本発明は、本実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。例えば、実施例では右利き用のゴルフパターを例示したが、左利き
用に適用できることは言うまでもない。また、実施例では、ヘッドの後側にネック部を設
けたが、ヘッドの前後方向中央にネック部を設け、このネック部にシャフトを連結しても
よい。さらに、切欠き部の形状は実施例に限定されず各種の形状を採用することができる
。また、実施例１～実施例７のゴルフパターに、実施例８～実施例１２の切欠き部を適宜
組み合わせて設けてもよい。さらに、実施例８と実施例１２のゴルフパターに、実施例９
～実施例１１の切欠き部を適宜組み合わせてもよい。同様に各実施例において、中央切欠
き部を設けたり、実施例１６に示すように、各切欠き部に各中央切欠き部を適宜組み合わ



(16) JP 2015-57084 A 2015.3.26

10

20

せたりしてもよい。また、各実施例の打撃面を、上側が下側より打球方向に位置するよう
に傾斜して設けてもよく、さらに、各実施例のフェース面を上側が下側より打球方向に位
置するように傾斜して設けてもよく、これらの場合、打撃面の下縁の高さ寸法ｈは、ボー
ルの直径の１／２以下でもよい。また、ボールは球形であるから、中央切欠き部の前後幅
は、ボールの直径未満でもよいが、ボールの直径以上とすることが好ましい。
【符号の説明】
【０１２５】
１　ゴルフパター
２　シャフト
３　ゴルフクラブヘッド
４　グリップ
７　フェース面
８　ソール面
11　突起
12　打球面
12Ｔ　下縁
15　切欠き部
15Ａ　中央切欠き部
51　中央切欠き部
ＨＳ，Ｈ　高さ寸法
Ｌ　長さ

【図１】 【図２】
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【図１９】
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【図３０】
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【図３２】
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